
 

〇 許可対象となる盛土等の規模 

 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域においては、表１の規模を超える盛土等

は許可の対象となります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 届出対象となる盛土等の規模 
 特定盛土等規制区域においては、表１の許可対象とならない盛土等でも、表２の規模を超

える盛土等は届出の対象となります。 
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（
盛
土
・
切
土
） 

 
① 盛土で高さが１ｍ超の崖を生ずるもの 
② 切土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの 
③ 盛土と切土とを同時に行い、高さが２ｍ超の崖を生ずるもの（①②を除く） 
④ 盛土で高さが２ｍ超となるもの（①③を除く） 
⑤ 盛土又は切土をする土地の面積が 500 ㎡超となるもの（①～④を除く） 
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⑥ 最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ面積が 300 ㎡超となるもの 
⑦ 最大時に堆積する面積が 500 ㎡超となるもの 
 

 
 
 

※ 規制対象となる盛土等の規模の詳細や必要な手続きを記載した手引等は、 
今後公表する予定です。 

【出典：盛土規制法パンフレット（国土交通省・農林水産省）】 

【表１】 

【表２】 


